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文責 渡部 紅実 

１１月２２日（金）午後，今年度２回目のいじめ熟議を行い，保護者の皆様

にもご参観頂きました。１組，２組それぞれが異なる事例を基にいじめについ

て考え，話し合いました。班や学級でクラスメートと意見を交わしたことで，自

分の考えが深まったようです。 

〔１組〕 

いじめが起きたら傍観者でいるのではなく，止めるべきなのは分かって

いるけれど，止める勇気がない。どうしたらいい？何ができる？ 

◇いじめを止めなければ，いじめられている人は苦しみ続けるだけだと思う。 

◇いじめから助けられなかったら，加害者と同じだなと思った。 

◇被害者が１人で抱え込まないように，加害者がいないところで，「さっき，大

丈夫だった？」など声を掛けてみる。 

◇いじめられる時間がないくらいずっと一緒にいる。被害者を１人にしない。 

◇一緒に大人に相談にいく。 

 

〔２組〕 

イライラしていた時に，仲良しの B さんにきつい言葉を放った A さん。 

その場面を見ていた C さん，D さんは気の毒に思い，B さんを巻き込ん

で，A さんを無視。このいじめをどう考える？ 

◇ 言っても良いことと悪いことは親友同士でも区別するべきだと思った。 

◇ 自分がひどいことを言ってしまったら謝ることが大切だけれど，相手と話

し合って気持ちを共有するのも大切だと思った。 

◇ 色々な人の考え方と自分の考え方がそれぞれ違って，なるほどを思うこと

があった。 

◇ 相手が嫌だと感じたらいじめになることを再確認できた。 

◇ 何気なく言った一言が相手を傷つけるかも知れないというのは本当だと

思うので，自分の発言・行動に気をつけようと思った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 『公益財団法人あすのば』から，２０２４年度「あすのば入学・新生活応援

給付金」の案内がありましたので，お知らせいたします。申込要件は，「生活

保護を受けている世帯の子ども」，「現在，住民税の所得割が非課税世帯の

子ども」，「今年に入って家計が急変するなど，住民税非課税相当となった

世帯の子ども」です。継続的に学費等を支給する「奨学金」ではなく，一時

的な「給付金」とのことです。希望される場合は財団ホームページで詳細を

ご確認頂いた上で，同ホームページより応募申請をお願いいたします。 

 

＊公益財団法人あすのばホームページ  https://www.usnova.org/ 

 

 公益財団法人交通遺児育英会から，奨学金制度の案内が届きました。応

募資格は，「保護者等が自動車やバイクの事故など，道路における交通事

故で死亡，または重い後遺障害のために働けず，経済的に修学が困難な生

徒（令和７年４月に高校・高専に進学予定の中学３年生）であること」です。

月額２～４万円（一部は給付）の貸与型で，返還は最長２０年です。希望され

る場合は財団ホームページから応募書類をダウンロードし，手続きをお願い

します。 

＊公益財団法人交通遺児育英会ホームページ https://www.kotsuiji.com 

 

 

１２／２（月）～１２／６（金）行事予定 
月日 曜 時間割 予 定 月日 曜 時間割 予 定 

12/2 月 

朝学 ナビ 簡単清掃 

全校集会 

３年生下校目

安 15:30 12/5 木 

ナビ ナビ SSW来校 

３年生下校目安

１6：1０ 
１校時 火１ １校時 木１ 

２校時 火２ ２校時 木２ 

３校時 火３ ３校時 木３ 

４校時 火４ ４校時 木４ 

５校時 火５ ５校時 月５ 

６校時 × ６校時 月６ 

12/3 火 

朝学 ナビ ３年生下校目

安 16:10 

12/6 金 

ナビ ナビ ４５分授業 

簡単清掃 

３年生下校目安

15:20 

１校時 火１ １校時 金１ 

２校時 火２ ２校時 金２ 

３校時 火３ ３校時 金３ 

４校時 火４ ４校時 金４ 

５校時 火５ ５校時 金５ 

６校時 火６ ６校時 水５ 

12/4 水 

朝学 ナビ 1５:10下校完

了 １校時 水１ 

２校時 水２ 

３校時 水３ 

４校時 水４ 

５校時 月５ 

６校時 × 

 


